
令和８年度
静岡市はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業 協力施術者名簿

～はり・きゅう・マッサージ助成券ご利用時のお願い～
①利用時は、事前に助成券を利用する旨を施術者に伝えてください。
②この助成券を利用すると、市が1,000円、施術者が1,000円の計2,000円の助成があります。
③助成券には、ハリ代等の材料費、出張費を含みません。
　別料金がかかる場合がありますので施術前に料金の確認をしてください。
④助成券は、１日１回の施術につき１枚のみ使用できます。
⑤医療費の支払いには利用できません。
⑥使用期限は、令和９年３月31日（水）までです。
⑦１年に１度のみの発券で、原則再発行はできませんので大切に保管してください。

【問合せ】静岡市 高齢者福祉課（221-1201）
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